


（マンション等の集合住宅は不可）

 

不動産の状況によっては対象とできない場合があります。

貸付契約の終了後、据置期間が３ヵ月あり、償還期限（返済期限）となります。

＊ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員
　である者が属する世帯は借入申込みができません。

世帯の構成が次のいずれかであること
① ： 単身　　② ： 夫婦のみ　　③ ： ①または②と借入申込者もしくは配偶者の親が同居

■貸付限度額／担保となる土地評価額の概ね70％

不動産（土地・建物・私道※持分を有している場合）を担保にします

推定相続人がいない場合は、ご相談ください。



貸付契約の終了後、据置期間が３ヵ月あり、償還期限（返済期限）となります。貸付契約の終了後、据置期間が３ヵ月あり、償還期限（返済期限）となります。貸付契約の終了後、据置期間が３ヵ月あり、償還期限（返済期限）となります。
※平成21年11月１日以降契約に適用

償還期限の翌日より償還が完了するまでの間は、延滞利子（年３％）が発生します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※令和２年４月１日以降貸付決定に適用



私道

不動産担保型生活資金の「相談」から「貸付金　

（共同担保目録付きのもの）

（３ヶ月以内に発行したもの）

※区市町村社協は、上記資料に住宅地図を
　添付して東社協に送付



交付」までのながれ

、
申込者は出生から現在までのすべての戸籍が
必要です。

（３ヶ月以内に発行したもの）

※再評価の他、貸付期間中、訪問によ
　る生活状況調査等にも必ずご協力
　いただきます。





※貸付限度額に達した後に借受人が
亡くなった場合、配偶者は承継す
ることができず、原則として契約
終了となり償還（返済）していた
だくことになります。

原則として貸付停止、または解
約となります。入所・入院とな
る場合には、早めにご相談くだ
さい。



■社会福祉協議会（社協）とは

■生活福祉資金貸付制度（不動産担保型生活資金）とは

「社協」は地域福祉を推進する民間団体です。

　社会福祉協議会(社協)は、社会福祉法に基づき、全国・都道府県・区市町村
のそれぞれに組織されています。全国には約2,000、都内には東京都社協と62
の区市町村社協があります。
　地域の皆さんや、福祉施設、ボランティア、福祉に関わる人、民生・児童委
員、地域の様々な福祉関係者などが参加して、誰もが暮らしやすいまちをつく
るために活動しています。

　「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の
貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助
長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう
にすることを目的に昭和30年に創設された制度です。
　一定の居住用不動産を担保に、生活資金の貸付を行う「不動産担保型生活資
金」は、生活福祉資金貸付制度の資金種類の一つです。(平成14年創設、平成
21年名称変更）

＊掲載している内容以外にも貸付条件がありますのでご留意ください。

発行：社会福祉法人　東京都社会福祉協議会
　　　〒162-8953　新宿区神楽河岸１-１　TEL03-3268-7238　FAX03-3235-5979

（2021.1.3000）

■不動産担保型生活資金のご相談はお住まいの地区の社会福祉
協議会までお願いします。


